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１　医事・薬事
　(１)　医事
　　　ア　病院・診療所数

　　　イ　医療監視状況

　　　ウ　施術所数

表１　病院・診療所数

表２　医療監視状況

表３　施術所数
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　　　　 令和４年３月31日現在における管内のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう
        師等に関する法律により届出された施術所は25施設、柔道整復師法により届出され
        た施術所は11施設で合計36施設となっている。
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　　　　　令和４年３月31日現在における管内の病院は３施設474床、診療所は51施設41床、
　　　　歯科診療所は24施設となっている。
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　(２)　薬事

　　　ア　薬局・医薬品販売業者数

　　　イ　毒物劇物販売業者数

　　　ウ　薬事監視及び毒物劇物監視状況
　　　　(ア)　薬事監視

　　　　(イ)　毒物劇物監視

表４　薬局・医薬品販売業者数

表５　毒劇物販売事業者数

表６　薬事監視状況

表７　毒物劇物監視状況
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　　　　　令和４年３月31日現在における管内の薬局及び医薬品販売業の許可施設数は、
　　　　薬局22施設、特例販売業11施設、店舗販売業13施設、卸売販売業４施設で合計50
　　　　施設となっている。
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　　　　　令和４年３月31日現在における管内の毒物劇物販売業者は15施設あり、そのう
　　　　ち一般販売業９施設、農業用品目販売業６施設で、特定品目販売業はない。
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２　危険生物刺咬症

　(１)　ハブ咬症

　　　ア　年別咬症件数 イ　令和３年 月別咬症数

　　　　表１　年別咬症件数 　表２　月別咬症数

　(２)　海洋危険生物刺咬症

　　 表３　令和３年月別刺咬症数

　　 表４　生物別刺咬症状況
　　　イ　生物別刺咬症状況

　　　　令和３年の管内における海洋危険生物刺咬症数は、石垣市14件、竹富町２件、
　　　与那国町１件の17件である。

　　　 ア　令和３年月別刺咬症数

　　　　令和３年の管内におけるハブ咬症数は石垣市２件、竹富町７件、計９件である。
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３　生活衛生関係業務

　(１)　生活衛生関係営業施設
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　　表１　生活衛生関係営業施設数

　　　　令和３年度末現在の生活衛生関係営業施設数は1,201施設で、その約８割が石垣市に集中
　　　している。
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　(２)　建築物における衛生的環境の確保に関する事業

　　　ア　特定建築物届出数の推移

　　　イ　登録事業所数の推移

　　　表２　特定建築物届出数の推移

　　　表３　登録事業所数の推移
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計
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建 築 物 清 掃 業
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学　　　　　校

建築物空気調和用ﾀﾞｸﾄ清掃業

1        

建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物環境衛生総合管理業

建 築 物 排 水 管 清 掃 業

建 築 物 空 気 環 境 測 定 業

建 築 物 飲 料 水 水 質 検 査 業

建築物ねずみ昆虫等防除業

1        

-        

-        -        

3        4        

27       

4        3        3        

平成29年度 平成30年度

1        1        

17       

2        2        2        

17       17       

25       

令和元年度

　　　　　特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で、興行場、

　　　　百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多

　　　　数の者が使用、利用する建築物と定義されている。

　　　　　令和３年度末の届出数は30件となっている。

　　　　　建築物の衛生的環境の確保に関する事業を営む者は、基準に適合している場合には
　　　　都道府県知事の登録を受けることができる。登録できる事業は建築物清掃業等８事業
　　　　である。
　　　　　令和３年度末の登録数は５事業で計10件となっている。
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４　食品衛生関係業務
　(１)　食品関係営業施設数（許可を要するもの）
　　　　令和３年度の許可施設数は3,502件で石垣市が約７割を占める。

表１　市町別食品営業許可施設数 表２　食品営業許可施設数
　　（許可件数、処分件数等）

営業施設数 営業施設数

(年度末現在) （年度末現在） 継続 新規

2,293 1,702 299 67 178 47 2,293 25 366 － 410
320 228 46 22 15 9 320 4 42 － 49
4 4 － － － － 4 － － － 7
－ － － － － － － － － － －
12 12 － － － － 12 － 1 － 4
－ － － － － － － － － － －

108 88 10 10 － － 108 1 8 － 23
2 1 － 1 － － 2 － － － －
10 7 2 1 － － 10 － － － 2
11 10 － 1 － － 11 － － － －

18 15 2 1 － － 18 1 － － 3

142 39 3 － 81 19 142 1 3 － 3
－ － － － － － － － － － －
1 1 － － － － 1 1 － － 2
48 40 5 1 － 2 48 1 2 － 8
－ － － － － － － － 1 － 1
14 11 3 － － － 14 1 1 － 5
92 80 10 2 － － 92 2 11 － 13
5 5 － － － － 5 － － － －
3 3 － － － － 3 － － － 2
1 1 － － － － 1 － － － －
－ － － － － － － － － － －
13 11 1 1 － － 13 1 － － 2
3 2 1 － － － 3 1 － － 2
21 20 1 － － － 21 1 － － 3
13 9 1 3 － － 13 2 － － 1
10 7 1 2 － － 10 － 1 － 10
－ － － － － － － － － － －
12 10 － 2 － － 12 1 4 － 4
292 228 43 21 － － 292 2 51 － 74

1 － － 1 － － 1 － － － －

－ － － － － － － － － － －
30 26 3 1 － － 30 1 4 － 9
9 6 2 1 － － 9 － － － －
－ － － － － － － － － － －
1 － 1 － － － 1 － 1 － 1
1 1 － － － － 1 － 1 － －
1 1 － － － － 1 － 1 － 1
10 8 2 － － － 10 － 10 － 9
1 1 － － － － 1 － 1 － －

　－ － － － － － 　－ － － － －
　－ － － － － － 　－ － － － －

　－ － － － － － 　－ － － － －

3,502 2,577 436 138 274 77 3,502 46 509 0 648

※1　令和3年6月の食品衛生法改正（以後、法改正）により新たに創設された業種
※2　法改正後は飲食店に統合
※3　法改正後は乳類販売業及び氷雪販売業、魚介類販売業（包装魚介類）、喫茶店営業（自販機）、

 食肉販売業（包装食肉）、食品の冷凍または冷蔵業（保管のみ）は届出業種に移行
※4　法改正後は菓子製造業に統合
※5　法改正後は清涼飲料水製造業に統合
※6　法改正後は食用油脂製造業に統合
※7　法改正後はみそ又はしょうゆ製造業に統合
※8　法改正後は密封包装食品製造業に統合
※9　法改正後は食用油脂製造業に統合

冷凍食品製造業 ※１

複合型そうざい製造業　※１

複合型冷凍食品製造業　※１

調理機能を有する自動販売機により
食品を調理し、調理された食品を販
売する営業　※１

計

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業 ※ ３

みそ又はしょうゆ製造業　※１

水産製品製造業 ※１

漬 物 製 造 業 ※ １

密封包装食品製造業　※１

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業
添加物(法第13条に規格が定められた
ものに限る)製造業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業　※６

み そ 製 造 業 ※ ７

醤 油 製 造 業 ※ ７

ソース類製造業 ※８

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

乳 類 販 売 業 ※ ３

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業 ※ ３

食 肉 製 品 製 造 業

乳酸菌飲料製造業 ※５

食 用 油 脂 製 造 業

食品の冷凍または冷蔵業　※３

缶詰または瓶詰食品製造業(上記およ
び下記以外)　※８

喫 茶 店 営 業 ※ ２

喫茶店営業（自販機）※
３あ ん 類 製 造 業 ※ ４

アイスクリーム類製造業

特別牛乳さく取処理業

乳 製 品 製 造 業

集 乳 業

魚 介 類 販 売 業 ※ ３

魚 介 類 せ り 売 り 営 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

菓子(ﾊﾟﾝを含む)製造業

乳 処 理 業

石
垣
市

竹
富
町

与
那
国
町

(

簡
易

)

臨
時

自
動
車

許可施設数
処分
件数

調査・監
視指導施

設数

飲 食 店 営 業
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　(２)　食品関係営業施設数（許可を要しないもの）

表３　食品関係営業施設数（営業届出）　

　　　平成18年度の許可施設数は2,783件で石垣市が約8割を占める。

　(３)　食品収去検査

 食肉販売業（包装済みの食肉のみの販売） 

 乳類販売業 
氷雪販売業

 コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）

3
2

営業施設数 処分件数

－

監視指導施設数

 魚介類販売業（包装済みの魚介類のみの販売）

－

1

13

－

18
2
48
2

－
－

－

給食施設

　学　　　　　校
　病院  ・診療所
　事　　業　　所
　そ　　の　　他

10
64販売業

製造・加工業

－

計

77
80
127
1

旧許可業種
であった営

業

－

－64

その他

－
－

－

17 －
－

1
－
－
－

－
－

20

－
－

魚介類

無加熱摂取冷凍食品
凍結直前に加熱された
加熱後摂取冷凍食品
凍結直前未加熱の

加熱後摂取冷凍食品

－

－

－

－

510

その
他

－

牛　　　　　乳
乳　　製　　品

－ －

－

－

乳 類 加 工 品
（ｱｲｽｸﾘｰﾑ類を除きﾏｰｶﾞﾘﾝを含む）

アイスクリーム類・氷菓

生食用冷凍食品

冷
凍
食
品

魚介類加工品
（かん詰・びん詰を除く）

肉卵類及びその加工品
（かん詰・びん詰を除く）

添加物及びその製剤
器具及び容器包装
お　も　ち　ゃ

酒　精　飲　料
氷　　　　　雪

水
かん詰・びん詰食品

－

そ の 他 の 食 品

穀類及びその加工品
（かん詰・びん詰を除く）

野菜類・果物及びその加工品
（かん詰・びん詰を除く）

菓　　子　　類
清 涼 飲 料 水

8 2

－ －

計

収去
した
もの

不良
検体
数

－ －

－ －

－

－

－

2 － － － － －

－

－

8 － － － － － －

－ － －
－4 － － － － －

－ －

－ － －

－ －

－

－ － － － － －

－ － －

－－ － － － －

－ － －

－ － － － － － － －

12 3 3 － － － －
－ － － － － －

－ － －

－
－ －

－

－ －
－ － － － － －

－ －

－
－ －

2
－ －

－
－ － －

－ －
－ － －

－－ － －

－
－－ －

34 5 3 0

－ －

－

－

－

0 0 0 0

－
－

－

－

－
－

－

－

－
－
－
－

－
－
－
－

0

食 中 毒 検 体 － － － － － － －

2

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－ －－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

－－

－－

－

－

－

暫定的規制値の
定められている
ものの試験した

収去件数

大腸
菌群

異物

添加
物使
用基
準

法定
外添
加物

－ －

－

－

－

表４　食品収去検査

－－

－－－ －

不良理由

残留
農薬
基準

抗菌
性物
質
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(４)　食中毒発生状況

表５　管内食中毒発生状況

年度 月日
摂食
者数

患
者
数

病因物質 摂食場所 原因施設 備考

H14 2.10 不明 3 腸炎ビブリオ 不明 不明

10.2 170 25 サルモネラ菌 病院 給食施設
加熱不足と
二次汚染

3.5 19 － ノロウイルス 旅館 飲食店
調理従事者の
二次汚染

8.14 1 1 自然毒 家庭 家庭

12.28 不明 9 ノロウイルス 不明 不明

12.30 不明 3 ノロウイルス 不明 不明

11.10 1 1 ノロウイルス 旅館 旅館
患者の看病によるﾋﾄ-
ﾋﾄ感染２名有り

12.20 9 7 ノロウイルス 自宅、旅館 不明

12.21 97 9 ノロウイルス 不明 不明

10.6 不明 2 カンピロバクター 不明 不明

1.31 不明 11 不明 不明 不明

H19 7.7 21 14 黄色ブドウ球菌 飲食店 飲食店

9.18 9 5 不明 宿舎 宿舎

3.26 56 7 黄色ブドウ球菌 給食施設 給食施設

H21 7.7 2 2 シガテラ 家庭 家庭

6.24 7 4 シガテラ 家庭 家庭

11.21 104 84 サルモネラ菌 自宅、職場、学校 そうざい製造業

H24 12.7 2 2 スコポラミン 家庭 食品製造業施設
発症場所は
札幌市内自宅

H25 9.25 2 2 スコポラミン 家庭 食品製造業施設
発症場所は
大阪市内自宅

H26 8.31 4 4 シガテラ毒 家庭 なし

H27 3.16 1 1 パリトキシン様食中毒（推定） 民宿 なし

5.4 17 11 ノロウイルス 飲食店 飲食店

8.16 35 8 黄色ブドウ球菌 家庭 なし

10.10 31 7 ノロウイルス 飲食店 飲食店

5.31 75 32 ノロウイルス 学校 給食施設

9.30 1 1 シガテラ毒 家庭 魚介類販売施設

9.3 2 2 シガテラ毒 家庭 家庭

11.3 不明 2 カンピロバクター属菌 不明 不明

11.26 不明 1 カンピロバクター属菌 不明 不明

1.26 14 5 カンピロバクター属菌 給食施設 給食施設

R1 7.13 10 4 カンピロバクター属菌 飲食店 飲食店

9.10 1 1 シガテラ毒（推定） 飲食店（推定） 飲食店（推定）

10.25 3 1 シガテラ毒（推定） 飲食店（推定） 飲食店（推定）

(５)　苦情受付け状況

表６　苦情受付け状況

件数 件数 苦情内容 件数

2 1 施設管理 3

8 1 その他 7

合計 22

病院給食

サメの肝臓（推定）

魚の煮付け（推定）
魚種：不明

不明

H30

鶏の生レバー

不明

H17

H16

オオシロカラカサタケ

　　　　令和３年度に管内で発生した食中毒事例は無し。

H15

原因食品

ハコフグの肝（推定）

茶葉

不明

不明

不明

不明

H18

有症

不明

茶葉

魚のアラの煮付け
魚種：アズキハタ

イッテンフエダイ

鶏レバー

不明

苦情内容

アオノメハタの味噌汁

10/8に提供された食事（推定）

不明

不明

カキフライ

不明

不明

マグロの刺身(推定)
H20

苦情内容

異物混入

表示

H29

5/3に提供された食事（推定）

8/16に提供された食事（推定）

食品取扱い

R2

H22

イッテンフエダイの刺身

バラハタ

5/30に調理提供された給食（推定）

弁当

H28
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５　狂犬病予防及び動物愛護管理業務

　(１)　犬登録及び狂犬病予防注射頭数

　(２)　犬による咬傷事故発生状況

　(３)　犬及び猫に関する陳情・苦情処理

 ※「徘徊犬」：野犬（所有者不明犬）及び放し飼い犬

199

98

3

40

31

表４　管内犬及び猫に関する陳情・苦情処理数の推移

令和２年度

384 219

 徘徊犬※　取り締まり

計 1,972

80

1

142

表３　管内咬傷事故発生件数の推移

54 42 39

0

竹富町

3,432

平成29年度

208

1,710

平成29年度

3,950

152

　例年、発生件数の内訳は飼い犬による咬傷事故が多く、令和３年度は飼い犬による事
故が30件、所有者不明によるものが１件となっている。

156

1,624

竹富町

計

366

石垣市

与那国町

3,854

石垣市

令和３年度

3,336

平成30年度 平成31年度

3,199

349364 356

令和２年度

3,288

92

3,693

平成29年度

154

2

3,734

平成31年度 令和２年度

17

1,576

1

67

計

 苦情全般

 その他

 家畜・作物等の被害

2738

360

28

25

犬
1

88

142 145

16

5

行方不明犬問い合わせ

　      狂犬病予防法により、生後90日を経過した犬の飼い主は、その犬の所在地を管轄する市
      町村へ犬の登録を申請し、毎年一回の狂犬病予防注射を受けさせなければならない。犬の
      登録については、登録をしない飼い主や、登録をしても犬の死亡や住所の変更に関する届
      出を行っていない飼い主がいるため、各市町の台帳に登録されている犬の数と実際の犬の
      数とは一致していない。

1,9301,834 1,867 1,953

令和２年度平成30年度 平成31年度

342

3,222

260

18

50

0

45

飼い犬

101

所有者不明の犬

計

30

令和３年度

1

24

与那国町

1

平成31年度

19

1,693

205 190 186

平成30年度

53 56

21

54

3,640

23 24

令和３年度

1,696

180

5354

表１　犬の登録頭数の推移

表２　狂犬病予防注射頭数の推移

99

147

平成29年度 平成30年度

16

令和３年度

猫
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　(４)　犬の抑留頭数と引取頭数

　(７)　動物取扱業の登録数

※ 各年度末の時点で登録されている数

0

0

0

19

  (６)　犬及び猫の処置状況

15 15

計

競りあっせん

譲受飼養

18

0 1

4238

0

0

39

0

0 0

0

犬

16

0

0

0

3

0

展　　示

訓　　練

貸　出　し

5 6

18

処分頭数（舎内死亡、殺処分）

動物愛護管理ｾﾝﾀｰへ移送

販　　売

保　　管

猫

16

2

27

0

平成29年度

0

平成30年度 平成31年度

抑
留
頭
数

引
取
頭
数 1 6

1

5560

0

60

00

平成29年度 平成30年度

44

令和２年度

00

平成29年度

89

令和２年度

平成31年度

7

平成29年度

0

0

令和３年度

6

36

　保健所処分頭数は、保健所での殺処分および動物舎内で死亡した頭数の合計となって
いる。保健所で処分ができない分を動物愛護管理センターへ移送している。譲渡は、一
般譲渡およびボランティア譲渡の合計となっている。返還は、飼い主からの返還申請に
より返還された頭数である。

動物愛護管理ｾﾝﾀｰへ移送

引取頭数

0

処分頭数（舎内死亡、殺処分）

平成30年度

0

令和３年度

35

平成31年度

12

0

令和２年度

15

譲　　　　　渡

返　　　　　還

2

0

2

3340

47 34

0

33

4

52

0

0

0

0

0

46

0

89 60

6 16

0

55

0

6

令和３年度

48

0

0

48

7

29

25

16

0

24

35 34

10

17

0

25 9

石垣市

竹富町

与那国町

計

石垣市

竹富町

52

令和３年度

188

与那国町

計

　(５)　猫の引取頭数

譲　　　　　渡

返　　　　　還 10

0

7

18

6

18

7

平成31年度 令和２年度

20

　　　　動物の愛護及び管理に関する法律により、動物取扱業(ペットショップ、ブリーダー
　　　等)を営もうとする者は、事業所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならな
　　　い。

45

19

1

0

44

0

0

表５　犬の抑留頭数及び引取頭数の推移

表６　猫の引取頭数の推移

表７　犬及び猫の処置推移

表８　管内動物取扱業登録数の推移

0

0

19

1

0

平成30年度
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６　環境保全

　(１)　水質汚濁防止法関係

　　　　県民の健康を保護し生活環境を保全するため、水質汚濁防止法に基づき公共用水域

　　　の水質の汚濁状況の常時監視を行っている。 

　　　　令和３年度においては石垣港、川平湾の２海域８地点並びに、宮良川、名蔵川の２

　　　を達成した。また、水質汚濁防止法等に規定される特定施設に係る各種届出等の審

　　　査・指導及び事業場への立入検査を実施し、排水基準遵守状況等の監視・指導を行っ

　　　ている。

　(２)　海水浴場

　　　　水浴に供される公共用水域の水質等を把握し、県民等へより良好な水浴場の情報を

　　　提供するため、年間利用者数が概ね１万人以上の海水浴場の水質調査を行っている。

　(３)　大気汚染防止法関係

　　　　大気汚染防止法及び沖縄県生活環境保全条例に基づく令和３年度の特定施設の届出

　　　は、ばい煙発生施設０件、一般粉じん発生施設21件、水銀発生施設０件である。

　　　　また、特定粉じん排出等作業の届出が14件である。

1

1

2

1

3

3

水質AA

表２　海水浴場水質調査結果（令和３年度）

6

3

6

3

2

水質汚濁防止法施行令
別表第1の番号

排　水　量 事業場立入検査
件数（延）

排水基準に係る
検査件数50㎥/日以上 50㎥/日未満

遊泳期間前水質 遊泳期間中水質

水質AA 水質AA

7 砂糖製造業

クラブメットカビラビーチ 水質AA

　　　河川６地点の監視・水質調査を行い、その結果全ての地点で環境基準（BOD75％値）

真栄里ビーチ

71の2
科学技術に関する研
究、試験、検査、専
門教育を行う事業場

計

1の2
畜産農業又はサー
ビス業の用に供す
る施設

2

1

表１　水質汚濁防止法に係る特定施設及び立入検査件数（令和３年度）
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　(４)　赤土等流出防止条例関係

      　平成７年10月15日より沖縄県赤土等流出防止条例が施行され、1,000㎡以上の事業行

　　　為については着工45日前までに知事に届出又は通知しなければならない。

　　　　令和３年度の管内における届出・通知の総件数は78件で、最も多い事業行為は施設

　　　用地造成工事関係、次いで磁気探査工事関係となっている。

表３　届出書・通知書の分類

表４　事業現場所在地ごとの状況

表５　事業種別分類

-       

磁 気 探 査 15    (19.2%) 13      2       

-     (0%) -       

63      (19.2%)

4       

-       

1       

78    (100.0%)

-       

2     

1     -       

2       

1       -       

件　　　　　数

47      12      

63      
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16      

-       

1       

件　　　　　　数
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(2.6%)

計

計

施設用地造成工事

農 地 造 成 工 事
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農 道 工 事 関 係

そ の 他
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-     

-     

黒 島

竹 富 -     
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-       

波 照 間

10,000㎡未満

(24.4%)

(75.6%)

15      

59    

3       

(80.8%) (19.2%)

10,000㎡未満 10,000㎡以上

58      14      

4       

計
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河 川 工 事 関 係
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(15%)
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1       

-       -       

宅 地 造 成 工 事
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林 道 工 事 関 係
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　(５)　土壌汚染対策法関係

　　　　3,000㎡以上の土地の形質変更を行う者は、工事着手の30日前までに届出を行う義

　　　務があり、届出のあった土地が特定物質による土壌汚染のおそれがあると認められる

　　　場合には、土壌汚染状況調査の実施命令を行っている。

　　　　令和３年度の管内における届出件数は37件、調査命令件数は０件であった。

　　　表６　土壌汚染対策法第４条に基づく届出及び調査命令件数

　(６)　ダイオキシン関係

　　　　ダイオキシン類対策特別措置法では、政令で定める特定施設を設置する際の事前の

　　　届出や排出ガス等の測定及び結果報告、規制基準の遵守等を義務付けており、当所で

　　　はそれらに係る審査や指導を行っている。

　　　　令和４年３月31日現在の設置数は廃棄物焼却炉14基（休止状態２基を含む）、排ガ

　　　ス洗浄施設２件（休止状態１基を含む）となっている。

　　　　なお、測定結果報告（令和３年度測定）において、全ての施設で排出基準に適合し

　　　ている。

　(７)　フロン関係

　　　　フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき、フロン類を含む

　　　業務用のエアコン、冷凍・冷蔵機器を整備・廃棄する際には、都道府県の登録を受け

　　　た事業者に充填・回収させる必要があり、当所では事業者の登録や指導を行っている。

　　　　令和４年３月31日現在の第一種フロン類充填回収業の管内登録業者数は19件である。

　(８)　公害等苦情処理件数

　

41 37
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4035 29
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計
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７
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①大気汚染

　令和３年度は典型７公害のうち、水質汚濁及び悪臭による苦情が７件となってい
る。悪臭における主な原因としては、家庭生活２件、飲食店１件、畜産農業１件と
なっている。

表７　公害等苦情処理件数

　 　　　発生原因

 公害の種類

産

業
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野
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　(９)　廃棄物関係

　　　ア　廃棄物処理関係指導状況（令和３年度）

　　　表８　廃棄物処理関係指導状況

　　　イ　産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業者

　　　表９　産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業者

　　　ウ　自動車リサイクル法登録・許可業者

　　　表10　自動車リサイクル法登録・許可業者

　(10)　浄化槽関係

　　　ア　浄化槽設置届出数

　　　表11　浄化槽設置届出数

　　　イ　管内浄化槽水質検査（法第７条）受検状況（令和３年度）

 表12　管内浄化槽水質検査（法第７条）受検状況（令和３年度）

※（　）内は検査施設数に対する割合％

　　　ウ　管内浄化槽水質検査（法第11条）受検状況（令和３年度）
 表13　管内浄化槽水質検査（法第11条）受検状況（令和３年度）

※（　）内は検査施設数に対する割合％

　　　エ　浄化槽保守点検業の登録
　　　　　浄化槽の管理者は、保守点検と清掃を定期的に行う義務があり、管理者自らが保
　　　　守点検を行うことができない場合、県に登録されている保守点検業者に委託する必
　　　　要がある。
　　　　　令和４年３月31日現在、浄化槽保守点検業の管内に営業所のある登録業者数は10
　　　　件である。
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７　乳肉衛生関係業務

　(１)　乳処理量

　(２)　管内におけると畜頭数の推移

※「とく」：生後１年未満の牛をいう。

※「こま」：生後１年未満の馬をいう。

　(３)　と畜場別・畜種別・月別と畜頭数及び開場日数並びにと畜検査人員数

表３　（株）八重山食肉センター 令和３年度

月

種別

牛 頭数 1,562 132 102 133 129 128 139 135 156 152 106 100 150

枝肉 Kg 610,041 52,048 40,219 51,022 50,720 48,696 54,631 53,018 61,458 58,660 41,336 39,425 58,810

馬 頭数 5 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0

枝肉 Kg 894 112 0 0 0 115 0 0 0 667 0 0 0

豚 頭数 1,477 126 112 104 113 163 120 143 123 162 119 108 84

枝肉 Kg 117,492 10,600 9,158 8,446 8,554 12,008 9,772 10,744 9,779 12,353 9,975 8,962 7,143

山羊 頭数 334 34 28 22 20 16 20 33 39 44 19 21 38

枝肉 Kg 7,457 769 632 456 488 395 466 777 911 925 413 446 782

237 21 18 20 19 20 20 21 20 21 19 16 22

415 37 32 38 37 33 36 34 37 34 29 30 38

表４　与那国町食肉処理場 令和３年度

月

種別

牛 頭数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

枝肉 Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

馬 頭数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

枝肉 Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豚 頭数 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

枝肉 Kg 301 204 0 0 0 0 40 57 0 0 0 0 0

山羊 頭数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

枝肉 Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

410

0

0

1,648

2

1,601

1,540 1,365

0

352
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表１　管内乳処理量

表２　管内におけると畜頭数の推移
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表６　認定小規模食鳥処理羽数の推移
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　(４)　と畜検査に基づく処分状況
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表５　管内におけると畜検査結果

　(５)　管内認定小規模食鳥処理場における食鳥処理羽数の推移

令和２年 令和３年度

3,407 2,644 2,050 1,131 1,354処理羽数
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